
整理番号 18-1
期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ61～Ｈ110（最長100年間）

事業実施地区名 高梁・吉井川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
た か は し よ し い が わ こ う い き り ゆ う い き

10～29年経過分

事業の概要・目的 高梁・吉井川広域流域は、岡山県一円及び高梁川上流の広島県の一部を包
括しており、中国山地から瀬戸内海にかけて変化に富んだ気候、地形を有し
ている。平均気温は11℃～16℃、年間降水量は1,000mm～2,000mmとなってい
る。植生については、中国山地沿いはブナ林、中・南部地域はシイ・カシ類
などの常緑広葉樹等に覆われていたと考えられているが、人が森林を利用す
るにつれて、現在見られるような落葉広葉樹やアカマツ林、スギ・ヒノキの
人工林が形成されてきた。本流域では、松くい虫の被害が依然として広範囲
で発生している。また、土砂災害についても近年では、平成24年8月豪雨によ
り岡山県下全域で多数の災害が発生したほか、平成25年9月にも豪雨により大
きな被害が出るなど、ここ数年は増加傾向にある。
本事業は、一般的には降水量が少ないものの、近年の山地災害の状況を踏

まえ、脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造林が困難な奥地水源
地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域

か ん

の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を
行うことを目的として、地域の特徴を踏まえ岡山県等の森林・林業施策と整
合を図りつつ、多様な森林整備を計画的に行っており、流域内のダム水源や
簡易水道水源などの水源涵養機能や土砂災害防止機能等の発揮、地域振興へ

か ん

の貢献に一定の役割を果たしている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、

粗悪林相地等において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者
及び造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・間伐など森林整備
のための費用負担及び、健全な森林の育成に向けた造林者への事業実行に関
する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、松くい虫
被害が発生しているため、ヒノキを主体とした森林整備を実施している。ま
た、前生広葉樹等を活用した針広混交林の造成を行い事業コスト縮減等に努
めている。また、水源涵養機能等の向上を図りながら、事業実施を通じ、地

か ん

域の雇用にも貢献してきた。
今後は長伐期化や侵入広葉樹の活用による、多様な森林整備に一層取り組

むこととしている。
・主な事業内容：契約件数 184件、事業対象区域面積 2,051ha

（スギ65ha、ヒノキ1,796ha､その他190ha）
・総事業費： 8,207,060千円

① 費用対効果分析の 本事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、これ
か ん

算定基礎となった は植栽や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与す
要因の変化等 る効果である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山

腹崩壊等の防止に寄与する効果である。
現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。
総便益（Ｂ） 680,377千円
総費用（Ｃ） 421,744千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.61

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する岡山県及び広島県における民有林の森林・林業情勢、農
農山漁村の状況そ 山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化は以下の通りとなっている。
の他の社会経済情
勢の変化

近年、林業就業者の減少に下げ止まりがみられるものの、未立木地面積は
減少から微増に転じ、不在村者所有森林面積は高止まり傾向にある(直近年で、
未立木地面積及び不在村者所有面積は、民有林面積のそれぞれ2%、18%を占め
る)。また、木材生産額は減少しており、地域の森林の管理水準の低下が危惧
されるところである。
一方で、最近５年間（H22～26）の新規就業者は約700人であった。また近

年、岡山県では未利用材を主燃料にした国内最大級の木質バイオマス発電施
設の稼働、広島県では公共建築物や商業施設等の木造化の推進に向けて、木
造建築の設計に精通した設計者を育成するための「ひろしま木造建築塾」の
開講など、林業・木材産業活性化に向けた意欲的な取組もみられる。
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整理番号 18-2
③ 事業の 進捗状況 10年経過分の造林地の樹種の面積割合は、スギが約2％、ヒノキが約75％、

広葉樹区域23％となっている。
植栽木は、干害等により生育が遅れている区域等が一部（面積割合1％）あ

るものの全体的には順調に生育している。
シカ被害が発生している地域については、シカ害防除を図ってきた。

④ 関連事業の整備 一例として当該流域が属する岡山県では、以下のとおり森林整備を進める
状況 こととしている。

【岡山県：２１おかやま森林・林業ビジョン（平成27年3月）】
「持続可能な林業経営の展開」、「収益性の向上による林業生産活動の活性
化」「多面的機能の持続的な発揮に向けた森林整備の推進」
こうした中で水源林造成事業地では、岡山県等の森林・林業施策との整合

を図りつつ、多面的機能の持続的な発揮に向けた多様な森林整備、路網整備
を通じ、流域内のダム水源や簡易水道水源などとしての水源涵養機能等の多

か ん

面的機能の発揮に一定の役割を果たしている。

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 費用対効果分析の結果から効率性は確保されているが、さらに、今後の除
の可能性 伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支障のない広

葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことによりコスト縮減
に努めることとしている。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

水源林造成事業等評 費用対効果分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減
価技術検討会の意見 の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十

分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性： 本事業は、奥地水源地域において、水源涵養機能等の発揮の観
か ん

事業の実施方針 点から、森林所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込め
ない森林等で実施するものである。
当該地は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域の奥

地条件不利地域等において、健全な森林の育成に向けた取組が計
画的に行われていることから、引き続き水源林造成事業による事
業の必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析結果については1.61と効率性が確保されている
他、今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽
木の成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の
造成を目指すことによりコスト縮減に努めることとしており、事
業の効率性が認められる。

・有効性： 針広混交林化等必要な取組を行いつつ、植栽地は順調な生育を
示しており、水源涵養などの水土保全機能を着実に発揮している

か ん

ことから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ： 継続が適当。



様式１

事 業 名　： 都道府県名：
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 170,457

流域貯水便益 57,734

水質浄化便益 140,422

土砂流出防止便益 252,805

土砂崩壊防止便益 316

炭素固定便益 52,874

木材生産確保・増進便益 5,769

総　便　益    （Ｂ） 680,377

総　費　用    （Ｃ） 421,744 千円

680,377

421,744
費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 1.61

便　益　集　計　表
（森林整備事業）

水源林造成事業
高梁・吉井川広域流域 10年経過契約地

大　区　分 備　　　　考

水源涵養
かん

便益

山地保全便益

木材生産等便益

環境保全便益
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